
≪鳴門市農業委員会 １２月総会 議事録≫ 

 

 

開催日時  令和６年１２月１６日（月） 午後２時 

 

開催場所  鳴門市役所２階 ２０１会議室 

 

出席委員     ２番 石園  順市  ３番 稻木  伸顕    ４番 井上  富夫 

５番 大西  善郎  ６番 小川  佳  ７番 海山  貞佳 

８番 川添  誠司  ９番 小林  幸男   １１番 杉本  英昭 

１２番 高田  吉敏  １３番 竹村  昇    １４番 中井  弘 

１５番 西川  公昭  １６番 西川  美鈴   １８番 林  博子 

１９番 藤江  厚子  ２０番 向  栄治 

 

欠席委員   １番 粟田  和美  １０番 里見  廣治  １７番 濱堀  秀規 

 

議  案 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について      ２件 

議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

利用権設定  １３１件 

 

     

報  告 

① 農地法第３条の３第１項の規定による届出について     ２件 

② 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について    １件 

③ 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について    １件 

④ 農地法第１８条第６項の規定による通知について(農業経営基盤強化促進法)  ３件 

⑤ 農地法第１８条第６項の規定による通知について(残存小作地の合意解約)  １件 

⑥ 非農地証明願について        １件 
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それでは定刻がまいりましたので、ただいまから令和６年１２月の農業委員

会を始めさせていただきます。開会にあたりまして、大西会長よりご挨拶をお

願いします。 

 

＜挨 拶＞ 

 

ありがとうございました。 

それでは、事務局より委員定数のご報告を申し上げます。 

委員定数２０名の内、出席委員１７名、欠席委員３名であり、過半数に達し

ておりますので、鳴門市農業委員会会議規則第６条の規定により、この会議が

成立していることをご報告申し上げます。 

進行につきましては大西会長よりよろしくお願いいたします。 

  

議事に入ります前に、議事録署名人を選任いたします。 

議事録署名人は、２番 石園委員、３番 稻木委員にお願いいたします。 

それではこれより、議案に基づき議事を進行してまいります。 

 

『議案第１号』農地法第３条第１項の規定による許可申請についての審議に

入ります。 

まず、事務局より申請内容の説明をお願いいたします。 

 

 ＜１．農地法第３条の規定による許可申請について ２件＞ 

・申請番号１～２について申請内容説明 

  

次に、地元委員さんよりご意見をお願いいたします。 

申請番号１番について、地元委員さんからのご意見をお願いいたします。 

 

２番。譲渡人は県外に住んでおり、また高齢であることから、農地の所有権

移転を進めていたところ、以前から申請地を耕作している譲受人との売買の話

がまとまり、本申請に至りました。 

譲受人は大津町及び大麻町で水稲や根菜類の野菜を栽培しています。 

申請地は、現在は野菜が栽培されており、取得後も継続して栽培する予定で

す。 

適切に農地を利用するとの意思も確認できており、周辺の農地への影響もあ

りませんので、この申請につき、許可しても問題無いと考えております。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

申請番号１番について、採決いたします。 

許可することにご異議ございませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

無いようでございますので、申請番号１番については原案どおり許可といた

します。 

次に、申請番号２番について、地元委員さんからのご意見をお願いいたしま

す。 

 

３番。譲受人は申請地の隣地に住宅を新築するにあたり、家庭菜園を検討し

ていたところ、譲渡人との売買の話がまとまり、本申請に至りました。 

新規就農にあたりますので、譲受人との面談を行い、今後の耕作について必

要なことを確認しました。 

申請地は、現在耕作されておらず、取得後はナスやトマト、白菜等を栽培す
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る予定です。 

適切に農地を利用するとの意思も確認できております。 

また周辺の農地への影響もありませんので、この申請につき、許可しても問

題無いと考えます。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

申請番号２番について、採決いたします。 

許可することにご異議ございませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

無いようでございますので、申請番号２番については原案どおり許可といた

します。 

以上で、『議案第１号』については全てご審議いただきました。 

 

次に、『議案第２号』農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画

についての審議に入ります。 

この案件について、事務局より説明を求めます。 

 

＜２．農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について＞ 

利用権設定   １３１件 

 

ただいまの説明について質問・ご意見等あればお願いいたします。 

 

質問・ご意見等は無いようでございますので、採決いたします。 

『議案第２号』について、ただいまの説明のとおり承認することにご異議ご

ざいませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

それでは、『議案第２号』については原案どおり承認といたします。 

 次に、『議案第３号』報告事項に入ります。 

報告事項については、事務局より一括しての説明を求めます。 

 

＜３．報告事項  ９件＞  

① 農地法第３条の３第１項の規定による届出について      ２件 

② 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について     １件 

③ 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について     １件 

④ 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

(農業経営基盤強化促進法)      １件 

⑤ 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

(残存小作地の合意解約)       ３件 

⑥ 非農地証明願について                    １件 

 

 

 ただいま、事務局より説明のありました報告事項について、ご質問等ござい

ませんか。 

 

無いようでございますので、『議案第３号』報告事項については、原案どおり

承認することといたします。 

 

 以上で、本日の議案については全てご審議いただきました。 



 

 

 

 

 

その他、何かございませんか。 

 

無いようでございますので、これをもちまして令和６年１２月の総会を終了

いたします。 

  

 

閉会 午後２時１９分 

令和６年１２月１６日 

 

会 長  大西  善郎 

 

 

議事録署名者 石園  順市 

 

 

議事録署名者 稻木  伸顕 


